
～今月のおすすめ情報～

栃木労働局「今月(7月)のおすすめ情報」を紹介します。

栃木労働局

【掲載場所】
栃木労働局トップページ ＞ 今月のおすすめ情報

局HPのトップページの
ここに掲載しています！

① 業務改善助成金（通常コース・特例コース）は令和４年度も実施します！

〇「業務改善助成金」は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金
（事業場内最低賃金）の引き上げを支援するものです。

〇事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資（機械設備、コンサルティング導入や人材育成・
教育訓練）などを行った場合に、その費用の一部を助成します。【通常コース（申請締切：令和５
年１月31日）】

〇対象経費の範囲を特例的に拡大した【特例コース（申請締切：令和４年７月29日）】もあります。
〇具体的な支給要件などの詳しい内容は、以下のQRコードまたはURL（ともに厚生労働省HPのもの）

よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roud
ou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

【お問合せ先】
業務改善助成金コールセンター
（TEL）０１２０－３６６－４４０
栃木働き方改革推進支援センター
（TEL）０８００－８００－８１００

② 雇用維持の確保を支援します！

◆ 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金（休業等による雇用維持）
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業所
で、休業等により雇用維持を図る事業主に対して助成します。
1 特例期間の延長（令和４年９月末まで延長）
2 業況の再確認（業況特例を利用している場合は、令和４年１月１日以降売上

げ書類等の再提出が必要。また令和４年４月以降は毎月業況を確認する。）

◆産業雇用安定助成金（在籍型出向等による雇用維持）
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業の一時的な縮小を行う企業が、人手
不足などの企業との間で「在籍型出向」を活用して従業員の雇用維持を行った場合、
出向中における賃金等経費の一部を出向元・出向先に助成します。
（グループ内企業間での「在籍型出向」についても助成金対象）

【出向の送り出し企業や、受け入れ企業に関する情報】
産業雇用安定センター栃木事務所 ： 028-623-6181

【助成金に関するお問合せ】 各ハローワーク又は職業対策課分室へ

各ハローワーク：https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/hw/list.html
職業対策課分室：https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/newpage_00074.html

③ 新型コロナウイルス感染症に係る小学校休業等に伴う保護者の休暇取得を支援します！

◆小学校休業等対応助成金
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため仕事を休ま
ざるを得ない保護者に対して有給（賃金全額支給）の休暇を取得させた事業主に対して、休暇中に支
払った賃金相当額を支給する制度。

休暇取得期間 日額上限額 *

令和４年４月１日～９月30日の休暇 9,000円

*緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の実施区域は15,000円が支給上限



⑥ 労働保険の年度更新の手続きは電子申請が便利です！

〇令和４年度労働保険年度更新の手続きは、令和４年７月11日までです。
期限までに申請・納付のお手続きをお願いします。

〇窓口での受付以外に、電子申請等もご利用いただけます。

〇書面手続きに比べて、窓口の開設時間にとらわれず、
24時間手続き可能な電子申請をぜひご利用ください。

⑤ 求職者・求人者マイページが便利です！

◆求職者マイページは、仕事探しのサービスをオンライン上で受けられる求職者
向けの個人ページです。
【新たに、以下の機能が追加されました。】

・「求職公開」をすることで求人者からの応募依頼のメッセージや求人情報を
直接受けること（直接リクエスト）ができます！

※求人者マイページを開設し、かつ、「オンライン自主応募可」としている事業
所の求人に限られます。

◆求人者マイページは、求人の手続きやサービスをオンライン上で受けられる事業
所向けの専用ページです。
【新たに、以下の機能が追加されました。】

・自社求人に応募してほしい求職者への応募依頼のメッセージや求人情報を
直接送信すること（直接リクエスト）ができます！

※求職者マイページを開設し、かつ、「求職公開」をしている方に限られます。

●求職者・求人者マイページの開設はハローワークインターネットサービスからできます。
スマートフォンからも利用可能ですので、是非ともご利用ください。

⑦ 「人への投資」成長分野などの人材育成や定着に向けた支援

◆特定求職者雇用開発助成金（成長分野人材確保・育成コース）令和４年４月１日雇い入れから適用
デジタル関係、グリーン・カーボンニュートラル関係業務に従事させる事業主が、
高齢者や障害者、母子家庭の母等、就職氷河期世代などの就職が特に困難な者を、
ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する事業主に対して助成。

雇い入れ１ヶ月以内に「成長分野の事業内容、対象労働者の従事する業務内
容等を記載」した実施計画書を、紹介ハローワークへ提出。

実施計画書を提出後、該当となる場合、支給額は現行コースの1.5倍。
◆人材開発支援助成金（人への投資促進コース）新設

～デジタル分野の社員教育に、国民の皆さまのアイデアをもとに創設～

ＩＴやデジタル分野で即戦力となる人材を育成したい
･･･情報技術分野（IT分野）認定実習併用職業訓練【新設】

高度デジタル人材 ・ 高度人材を育成したい
･･･高度デジタル人材訓練／成長分野等人材訓練【新設】

オンラインの定額受け放題サービスで効率的に訓練を受けさせたい
･･･定額制訓練【新設】

労働者の自発的な学び直しの費用を支援したい
･･･自発的職業能力開発訓練【新設】

労働者の自発的な学び直しのための時間を確保したい
･･･長期教育訓練休暇制度／短時間勤務等制度【拡充】

④ 行動災害・熱中症を防止しましょう！

○栃木県内の休業４日以上の労働災害が４年連続で増加しています。
『Ａない声かけ運動！プラス』に取り組み、“あわてず“”あせらず“”あなどらず”を実践
しましょう。

○「STOP！熱中症クールワークキャンペーン」（令和４年５月から９月）期間に、熱中
症予防のための７つのルール（対策）の徹底を呼びかけています。


